
高齢者の権利擁護について

茨城県保健医療部

健康推進課

Ｒ６介護保険施設等管理者研修会（集団指導）
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高齢者虐待の現状
～養介護施設従事者等による高齢者虐待を中心に～

高齢者虐待防止法に基づく対応状況等
に関する調査（令和4年度）

令和５年１２月２２日 厚生労働省発表資料
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法に基づく対応状況等に関する調査結果①
養介護施設 （全国 相談・通報者内訳）
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法に基づく対応状況等に関する調査結果②
養介護施設 （全国 施設・事業所種別）
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法に基づく対応状況等に関する調査結果③
養介護施設 （全国 虐待類型・複数回答）
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法に基づく対応状況等に関する調査結果④
養介護施設 （全国 発生要因）

内容 件数 割合

教育・知識・介護技術等に関する問題 480 56.1%

職員のストレスや感情コントロールの問題
197 23.0%

虐待を助長する組織風土や職員間の関係性の悪さ、管理
体制

193 22.5%

倫理観や理念の欠如 153 17.9%

人員不足や人員配置の問題及び関連する多忙さ 99 11.6%

虐待を行った職員の性格や資質の問題 85 9.9%

その他 30 3.5%



法に基づく対応状況等に関する調査結果(茨城県）

Ｈ２５年度Ｈ２６年度Ｈ２７年度Ｈ２８年度Ｈ２９年度Ｈ３０年度 Ｒ１年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

養護者
相談・通報件数 406 416 423 482 490 597 584 669 662 793

虐待の事実が
認められた件数 238 225 229 261 274 304 299 275 236 237

養介護
施設従
事者等

相談・通報件数 19 9 27 15 22 32 23 16 32 46

虐待の事実が
認められた件数 1 1 5 3 8 4 6 4 11 17
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養介護施設従事者等による虐待の事実が認められた事例 （茨城県）

〇養介護施設従事者等による高齢者虐待の事実が認められた事例（令和４年度）
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養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止①

（１）管理職・職員の研修，資質向上
各施設内で職員への法制度、介護技術、認知症への理解を深める
ための研修

職員のストレス対策（メンタルヘルスに配慮した職員面談、怒り
の感情のコントロール等を含むストレスマネジメントに関する研
修）

虐待事案が発生した場合の迅速な報告体制の整備

（２）情報公開

（３）苦情処理体制

（４）組織的運営の改善

22



23

養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止②

令和３年１月２５日厚生労働省令

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営
に関する基準等の一部を改正する省令」

令和３年度から全ての介護サービス事業者に高齢
者虐待防止体制整備が義務化

・委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者
を定めること

・３年の経過措置期間を経て令和6年度～完全施行



茨城県の高齢者権利擁護対策

【職員の質の向上】
（１）市町村職員等向け研修

＊市町村職員等対応力強化研修
委託先：県社会福祉士会

（２）施設職員向け研修会の実施
＊看護実務者研修

委託先：県看護協会

＊権利擁護推進員養成研修
委託先：県老人福祉施設協議会

＊管理者研修 24



ご清聴ありがとうございました。


